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業務形態 増減割合
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業務委託経費の比較
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委託業務及び人員配置（平成２８年～平成３０年）

委託業務（仕様書抜粋）

【本庁市民課】

（１）フロア案内

（２）住民異動届受付、入力及び異動に伴う各課案
内

（３）戸籍届出等に伴う住基入力

（４）印鑑登録の受付・登録及び原票整理

（５）住民票・印鑑証明・戸籍謄本ほか各種証明交付
申請受付、作成及び引渡し

（６）住居表示証明・合併証明申請受付、作成及び
引渡し

（７）各種証明郵送請求受付、台帳作成及び発送

（８）個人番号カード・通知カードに関する住所変更
等の受付及び裏書処理

（９）自動車臨時運行許可申請受付、作成及び引渡
し

（10）手数料収納、領収書交付、収納金集計

（11）転入通知・戸籍附票通知入力

（12）各種申請書ほか消耗品の管理

（13）各種窓口受付等取扱業務に関する電話照会及
び回答

（14）児童・生徒の転入及び転出に伴う通知の交付

（15）その他市民課・年金係窓口に関する業務
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【出張所】

（１）フロア案内

（２）住民異動届受付、入力及び異動に伴う本庁各課案内

（３）印鑑登録の受付・登録

（４）住民票・印鑑証明・戸籍謄本ほか各種証明交付申請受付、作成及び引渡し

（５）住居表示証明・合併証明申請受付、作成及び引渡し

（６）課税・所得・納税・保険料納付証明書受付、作成及び引渡し

（７）手数料収納、領収書交付、収納金集計

（８）パスポートの申請受付及び交付

（９）県収入証紙の販売

（10）市税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・上下水道料金・保育料の収納及び納付
書の再発行

（11）個人番号カード・通知カードに関する住所変更等の受付及び裏書処理

（12）サービスセンターホールの利用受付

• 委託業務については、住基ネット関係は委託できないため、個人番号カード、広域交付、本人確認、特例
転入など住基ネットを使用するものは職員が行う。

• 出張所は、委託をしている業務は出張所取扱業務のうち半分くらいであるため、健康保険、児童手当、こど
も医療など委託していない業務は職員が行う。 ４



（１）受託者は、上記の業務内容を支障なく遂行するために必要な人員を配置し、繁忙期は更に必要な人員
を増員し、申請者及び受領者を待たせることなく処理できる人員を配置する。

（２）受託者は、従事者の中から市民課及び出張所それぞれ、責任者及び副責任者を選任し、あらかじめ委
託者に届け出なければならない

（３）受託者は、従事者に欠員が生じないよう、常に計画的に管理しなければならない。

（４）受託者は、業務に支障があると判断したときは、人員の転換や補充を行うものとする。

• 人員配置については、仕様書には記載していない。プロポーザルでの提案の審査を基準としている。

• 現在はリーダー・サブリーダーを含め、本庁市民課８人～１０人、出張所は６人～８人と混雑する時期、曜
日により配置している。

人員配置等（仕様書抜粋）
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